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新たな事業の開始に関するお知らせ 
 

 
当社は、平成22年９月10日開催の取締役会において、下記のとおり労働者派遣事業を開始することにつ

いて決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．事業開始の目的 
当社は、中途採用マーケットにおける「Human Resource Solution Company」として、キャリア志向

の高い「エンジニア」・「女性」・「営業」等をターゲットとし、求職者、求人企業のそれぞれに多様

な商品・サービスを提供することにより、双方の課題解決に取り組んで参りました。 

サププライムローン問題に端を発した世界的な景気後退の影響により、日本経済全体は大幅に悪化し

て参りました。しかしながら、2010年以降は、有効求人倍率や失業率等の雇用情勢における指標が改善

されつつあり、企業業績も大企業を中心に回復基調に戻っております。 

その中でも、ＩＴマーケットの回復は顕著であり、ＩＴマーケットにおける求人企業の採用ニーズは

業績に比例して拡大しております。当社は、創業以来このマーケットを強みとしており、これまで既存

事業において高い実績を上げて参りました。そのため、求人企業からの要望が強く、さらなるマーケッ

トシェア獲得による売上拡大を実現するため、ＩＴマーケットに特化した労働者派遣事業を開始するこ

とを決定いたしました。ＩＴマーケットにおける労働者派遣事業は、景気変動の影響を受けやすい既存

事業に対して、比較的安定したマーケットであり、今後継続的に売上を確保することが可能となります。 

また、一般派遣事業を開始することにより、これまで正規雇用の求人では就業機会を提供できていな

かった求職者に対し、派遣という切り口で新たな就労機会創出を促進し、さらなる社会貢献を目指して

参ります。 

 

 

２．新たな事業の概要 

（１）サービスの内容 

①労働者派遣サービスに参入するにあたり、当社の競争優位性を活かし、他の業種・職種と比べて

相対的に高単価で長期間の契約が多く、収益性が高いＩＴマーケットに特化いたします。 

②当社が実施する労働者派遣サービスは、一般（登録型）労働者派遣サービスであります。派遣先

企業との派遣契約に応じて、当社と派遣スタッフとの雇用が発生するものであり、当社と派遣ス

タッフが常用雇用を行う特定労働者派遣サービスとは異なります。    

③首都圏を中心としたＩＴ・インターネットビジネス関連企業、一般事業会社のＩＴ関連職種に対

して、ＩＴ技術者を対象にした労働者派遣サービスを提供いたします。 

    （製造業向けの労働者派遣については、現在のところ実施する予定はございません。） 

④登録者に対しては、派遣先企業の事業内容だけではなく、業務の醍醐味、社内の就労環境や社風

等について詳細な情報収集を行い、満足度の高いマッチングを実現いたします。 

 

（２）当該事業を担当する部門 

   ＩＴ派遣事業部（新設） 



 

 

３．日程 
  平成22年９月10日 取締役会決議 

  平成22年10月４日 事業開始 

 

 

４．当該事業における業績の見通し 
  平成22年９月期における当社の業績に与える影響は軽微と見込んでおります。今後、当社

の業績に重大な影響を与えることが判明した場合には速やかにお知らせいたします。 

 

 

５．派遣法改正における当事業への影響度について 
  当社が実施する労働者派遣事業は、その殆どがソフトウエア開発の業務にあたり、平成22

年３月19日に閣議決定された派遣法改正案が仮に可決となった場合においても、事業及び売

上における影響度は軽微であると考えます。 

 

 
 

 以上 


